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議案第５０号 

白岡市個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例 

白岡市個人番号の利用に関する条例（平成２７年白岡市条例第２８号）

の一部を次のように改正する。 

第２条第２号中「第２条第８項」を「第２条第９項」に改め、同条第３

号中「第２条第１２項」を「第２条第１３項」に改め、同条第４号中「第

２条第１４項」を「第２条第１５項」に改める。  

別表第２の１の項中「進学準備給付金」を「進学・就職準備給付金」に 

 

 

  

 

 

 

 

 

     を             に改める。 

      

 

 

 

附 則 

この条例は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便

性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形

成基本法等の一部を改正する法律（令和６年法律第４６号）附則第１条第

２号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規

定は、当該各号に定める日から施行する。 

⑴ 別表第２の１の項の改正規定（「又は特例給付の支給」を削る部分

を除く。）及び同表の４の項の改正規定 公布の日 

⑵ 別表第２の１の項の改正規定（「又は特例給付の支給」を削る部分

公的給付支給 

登録簿関係情 

って規則で定 

の 

 改め、「又は特例給付の支給」を削り、同表の４の項中  

「 

」 

「 公的給付支給等口座 

登録簿関係情報であ 
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戸籍法（昭和２２年 
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に限る。） 令和６年１０月１日 

 

令和６年８月２９日提出 

 

白岡市長 藤井 栄一郎 

 

提 案 理 由 

情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並び

に行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の

一部を改正する法律の施行等に伴い、本条例改正の必要を認め、この案を

提出するものである。 


